
   

様式第２（第４条関係） 

 

事業継続力強化支援計画の変更に係る認定申請書 

 

令和８年６月１日 

 

大分県知事 

 佐 藤 樹 一 郎 殿 

 

                           大分県豊後高田市中真玉３１－１ 

                            西国東商工会 

                             会 長 宗 勝文  

                                                          

                           大分県豊後高田市是永町３９－３ 

                             豊後高田市長 佐々木 敏夫  

                           

 令和７年３月１３日付けで認定を受けた事業継続力強化支援計画について下記のとおり変更したいので、

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第６条第１項の規定に基づき認定を申請し

ます。 

 

記 

 

１ 変更事項 

  （別表２）事業継続力強化支援事業の実施体制 

   （１）①実施体制 

   （２）①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

２ 変更事項の内容 

  （１）①実施体制 

   【変 更 前】 

         西国東商工会(本所)事務局長(１名)法定経営指導員(１名)経営支援員(１名)香々地支所経営指導

員(１名) 

   【変 更 後】 

     西国東商工会(本所)事務局長(１名)法定経営指導員(１名)経営指導員(１名)経営支援員(１名) 

   【変更理由】 

      商工会の役割や機能の向上を図るため、職員の機能的配置(集中化)を行うもの。     



 

 

  （２）①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   【変 更 前】 

          氏 名：池永 将人  連絡先：西国東商工会 ＴＥＬ０９７８－５３－４３２０  

   【変 更 後】 

      氏 名：木野村 重保 連絡先：西国東商工会 ＴＥＬ０９７８－５３－４３２０ 

   【変更理由】 

     法定経営指導員である西国東商工会の池永将人が、令和８年４月１日付で大分県商工会連合会

へ人事異動したため、後任の法定経営指導員である木野村重保へ変更するもの。     

 

 

（備考） 

１ 申請者名は、事業継続力強化支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係市町

村の住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

変更の認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員の氏名： 木野村 重保  

 


